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申込書の記入及び添付書類と申込者名簿の取扱に関する諸注意

１　申込者
　（１）申込書
　　　・全ての項目をもれなく、略さないで記入してください。
　　　・軽微な修正は、二重訂正線で修正してください。
　　　・氏名は戸籍で使用している名称で記入してください。
　　　・現住所は、受講証を届ける現在の住所を記入してください。本人確認書類の住所も同じものである必要があります。引越し等住所が変更されている場合は、住民登録の更新を急いでください。
　　　・クラブ名は「正式名称」を記入してください。
　　　
（２）添付書類
　　　・実務経験証明書以外の添付書類は写しで差し支えありません。
　・証明書（資格証明証、免許状、卒業証書等）が旧姓の場合は、戸籍抄本（謄本でも可）を提出してください。現在の氏名と旧姓が一枚の書類に記載されている公的な書類でも差し支えありません。
　　　・教員免許状が無い場合は、教員免許を授与された都道府県の県教育委員会から教員免許資格授与証明書の交付を受けてください。
　　　・卒業証書を発行する学校が、廃校・統合されている場合は、教育委員会・事務引継ぎ校にご相談ください。
　　　・高校の卒業証明書として、大学・短大の卒業証書でも差し支えありません。

２　自治体担当者
・受講資格９号、１０号に該当する方の実務経験証明書(様式３)には、必ず市町長の署名と押印での証明をしてください。
　・様式２の受講申込者一覧表はデータをメール送信してください。
　・受講申込者一覧表は印刷も行い、申込者の書類と同封してください。
・教材費の支払いについては、申込者一覧表【様式２-１】の「教材費」の欄でいずれかを選択してください。１．個人支払い
申込者個人に支払いをしていただきます。集合研修を受講の方は研修初日の受付時に、教材費1,500円(税込み)を現金でお支払いいただきます。オンライン研修を受講の方は受講決定通知書の送付時に支払方法のご案内を同封します。
２．市町請求書払い
市町に支払い(銀行振込)をしていただきます。株式会社東京リーガルマインドから市町宛に請求書をお送りしますので、申込者個人への支払方法のご案内の送付はいたしません。
※市町請求書払いが発生する場合は、申込者一覧表【様式２-１】の２シート目「請求書発行依頼」【様式２-２】に、請求書の宛名や送付先等の情報を入力してください。
※「市町請求書払いであることを知らずに個人で支払ってしまい、返金が必要になった」ということのないよう、個人・市町どちらでの支払いになるのか、各申込者への通知を徹底していただきますようお願いいたします。
３　その他
　　その他、ご不明な点については、運営事務局にお問い合わせください。
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